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令和７年度富山県手数料等収納業務（富山県全域）委託に係る条件付き一般競争入

札の実施 

令和７年度富山県手数料等収納業務（富山県全域）委託について、次のとおり条

件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第 167

条の６第１項の規定により公告する。  

  令和７年７月９日 

                     富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量  

   令和７年度富山県手数料等収納業務（富山県全域）委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書及び令和７年度富山県手数料等収納業務（富山県全域）委託仕様

書（以下「入札説明書等」という｡)による。 

 ⑶ 委託期間 

   令和７年８月１日から令和８年３月31日まで 

 ⑷ 委託業務の履行場所 

   入札説明書等による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

   入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる要件のすべてを満たすもので

あること。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令

和７年富山県告示第 118号）第１及び第２の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格

の審査を受けた者であって、入札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富

山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ

れているものであること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に

係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告示第 

   118号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。  
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 ⑶ この入札公告の日から入札の日までの間に、富山県から物品等事務取扱要領

(昭和62年４月30日会第18号出納事務局長通知)第10条第２項の規定による競争

入札参加資格の停止を受けていない者であること。 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下この項目において「暴力団員」という。）

若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者又は富山県暴力団排

除条例（平成23年富山県条例第４号）第６条に規定する暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者として富山県公安委員会規則で定める者でないこ

と。 

 ⑸ 富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。ただし、営業所等は、当該 

  営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されているものに限 

  る。 

 ⑹ 過去に国又は地方公共団体に、一般国民又は一般住民に直接対応する人的サービ

ス業務を提供した実績を有する者であること。 

 ⑺ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する政令で定

める者として、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 173条に掲げる次

の要件のいずれにも該当する者であること。 

  ア 公金の収納に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基

礎を有すること。 

  イ その人的構成等に照らして、公金の収納に関する事務を適切かつ確実に遂

行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する

こと。 

３ 入札に参加する者に求められる義務  

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」と

いう｡）及び資格確認書類（以下「資料」という｡）を３⑷に掲げる申請書及び

資料の提出期間のうちに３⑸に掲げる申請書及び資料の提出場所に、持参又は

郵便（提出期限までに必着のこと。）で提出し、入札に参加する資格の確認を

受けた上、入札書を４⑵に掲げる入札の場所に持参し、提出しなければならな

い。  
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   また、申請書若しくは資料を提出しない者又は入札に参加する資格がないと

認められた者は、入札に参加できない。 

 ⑵ 入札に参加する資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日現在の事実を

もって行うものとする。ただし、同日において２の各項目に定める入札に参加

する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、入札日時までに必

要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができない。 

 ⑶ 資料は次のとおりとする。  

  ア 物品等競争入札参加資格者決定通知書の写し  

  イ 契約を履行する能力を有することが証明できる書類  

    過去に国又は地方公共団体に、一般国民又は一般住民に直接対応する人的

サービス業務を提供したことを証明する書類（相手方、受注金額、業務内容

の詳細、従業員数等） 

  ウ 本社並びに県内各事務所（営業所）の組織及び体制 

  エ 本件業務受注の際の体制 

  オ 設立目的を記載した書類（定款等）  

    カ 事業報告書、貸借対照表、損益計算書（既存の開示資料も可）（直近２年

分） 

 ⑷ 申請書及び資料の提出期間  

   令和７年７月９日から同年７月17日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時 15分

までとする。 

 ⑸ 申請書及び資料の提出場所及び問合せ先（この公告に関する事務を担当する

室課の名称及び所在地） 

   〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県出納局出納課総務支払係  

         電話 076-444-3416（直通） 

         ファクシミリ 076-444-4431 

         電子メール asuito@pref.toyama.lg.jp 
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 ⑹ 入札参加資格の確認結果  

   入札に参加する資格の有無の確認の結果は、条件付き一般競争入札参加資格

確認結果通知書により、令和７年７月22日までに申請者に通知するものとする。

提出した申請書及び資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと

きは、これに応じなければならない。 

   なお、この通知において、入札参加資格の有無が「有」とされた者以外の者

は、入札に参加することができない。 

 ⑺ 入札説明書等の配布方法 

   令和７年７月９日以降、入札説明書等を富山県ホームページ「令和７年度富

山県手数料等収納業務（富山県全域）委託に係る条件付き一般競争入札の実施

について」からダウンロードすること。  

 ⑻ 公告及び入札説明書等に関する質問  

   質問は、軽微なものを除き、質問内容を記載した文書を電子メール又はファ

クシミリにより行うものとし、次のとおり受け付けることとする。  

  ア 受付期間 

    令和７年７月９日から同年７月17日までの間（休日を除く。）の午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、受け付ける。 

  イ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、質問者には、随時、電子メール又はファクシミリに

より行うものとする。また、提出された質問に対する回答が他の者に影響を

及ぼすと認めるときは、電子メール又はファクシミリにより共有する。  

４ 入札・開札方法及び日時、場所  

 ⑴ 入札書の提出方法 

   入札日時に入札場所へ入札書を持参して提出すること。  

 ⑵ 入札・開札の日時及び場所  

  ア 入札日時 令和７年７月25日 午後２時00分 

  イ 入札場所 〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号  

               富山県庁本館１階入札室（135室） 

  ウ 開  札 ア及びイによる入札執行後、直ちに開札を行う。  
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 ⑶ ⑵の入札の執行に当たっては、入札参加者は、３⑹により入札参加資格「有」

とされた条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを必ず持参す

ること。 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

６ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者

のした入札 

 ⑵ 虚偽の申請書又は資料を提出した者の入札  

 ⑶ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の

した入札 

 ⑷ その他入札説明書等に示した無効の入札の条項に該当する入札  

７ 入札の方法 

  落札金額は、入札書に記載された手数料等収納事務取扱料単価に収納見込件数

を乗じて得た額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とするので、入札に参加す

る者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の  110分の 100に相当する金額を入札書に記載

すること。 

８ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、入札書に記載された金額が予定価格の

制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす

る。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入
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札を行う。再入札で落札者がないときは、直ちに随意契約に移行する。 

９ その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。  

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す

る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項その他詳細は、入札説明書等による。  

 


